
議案第１２号 

八幡浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

標記条例を次のように制定する。 

令和４年２月２８日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

記 

八幡浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

八幡浜市消防団員等公務災害補償条例（平成１７年条例第２０６号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定で同表の改正後の欄にこれに対応するものを

掲げていないものを削る。 

改正後 改正前 

  

（損害補償を受ける権利） （損害補償を受ける権利） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、

又は差し押さえることはできない。 

２ 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、

又は差し押さえることはできない。ただし、傷病補

償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償

を受ける権利を国民生活金融公庫又は沖縄振興開

発金融公庫に担保に供する場合は、この限りでな

い。 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金又は年金である障

害補償若しくは遺族補償を受ける権利は、この条例の施行の日（次項において

「施行日」という。）以後も、なお従前の例により担保に供することができる。 

３ 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律（令和２年

法律第４０号）附則第７０条第１項及び第７１条第１項に規定する申込みに係

る傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は、施

行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。 
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提案理由 

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に

よる消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部改正に伴い、所

要の改正を行うため。 
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